
区議会事務局／10階　
☎︎（3228）5585　FAX（3228）5693

会議日程 
本会議＝3月21日
☆どなたでも傍聴できます。日程は、
変わることがあります
開会 午後1時から

中野区議会 第1回定例会
3月21日（金）まで開会中

24時間365日対応
AIチャットボットのご利用を

区民サービス企画調整係／8階
☎︎（3228）5568　FAX（3228）5456

　区への問い合わせに、AI（人工知能）が対話形式で自動応答し
ます。区 から利用できます。
☆AIチャットボットはみなさんの質問から学習し、回答の精度を高
めていきます。積極的にご利用ください

個人事業者の消費税の申告と納税は
3月31日までです
中野税務署　☎︎（3387）8111　
☆自動音声による案内

☆口座振替の方は、事前に残高の確認を。区 で
納付相談や猶予、減免の案内をご覧になれます

国民健康保険料の第10期分
後期高齢者医療保険料の第12期分
介護保険料の第12期分

▲確定申告書等作成
　コーナーはこちら

　申告書の作成は国税庁
「確定申告書等作成コーナー」
もご利用を。

3月31日は納期限です。忘れずに納付を

こちらからも
アクセスできます▶︎

区 ▶︎

小学生126人を表彰しました
　中野区教育委員会では、「中野区子ども読書活動推進計画（第
4次）」により子どもの読書活動を推進しています。その一環として、
今年度も優れた読書感想文·感想画を表彰し、区 と図書館 で
公表しました。

図書館を活用しませんか
　区立図書館では、子どもたちに絵本や紙芝居を読み聞かせる「お
はなし会」を定期的に開催しています。本に親しむきっかけづくり
に、気軽にお越しください。
　自由研究や調べ物などに役立つ「レファレンスサービス」もありま
す。ぜひ活用を。
☆各館の所在地、開館日時などについて詳しくは、図書館 をご
覧になるか、中央図書館☎（5340）5070·FAX（5340）5090へ問い合
わせを

子どもたちが
本に親しむために
図書館運用支援係／7階
☎︎（3228）5548　FAX（3228）5679

中野区教育委員会
表彰を行いました

教育委員会係／7階
☎︎（3228）5734　FAX（3228）5679

　中野区教育委員会では、各種大会
や行事等で優秀な成績を収めた児童･
生徒、区の教育･文化の振興･発展に
関して功労のあった方を、年1回表彰し
ています。今年度は3月8日に個人･団
体計54組を表彰しました。
☆表彰されたみなさんについては、区

でご覧になれます

ごみ出し等は午前8時までに

　道路事情や天候などにより、収集時間が変わる
こともあります。ごみや資源は、どの地域でも、決
められた曜日の朝8時までに集積所に出してくださ
い。

有料ごみ処理券は
中野区のシールの使用を

　事業系ごみを区のごみ収集に出す場合は「中野
区事業系有料ごみ処理券」が、家庭から粗大ごみ
を出す場合は「中野区有料粗大ごみ処理券」が、そ
れぞれ必要です（いずれもシール状）。他区の有料
ごみ処理券は、中野区内では使用できません。
　いずれも、区内コンビニなどの取扱店舗で購入
し、ごみ袋または粗大ごみに貼って出してくださ
い。最寄りの販売場所は、区 で確認するか、清
掃事務所へ問い合わせを。
　なお、粗大ごみの収集には、申し込みが必要で
す。区 から手続きするか、電話で、粗大ごみ受
付センター☎（5715）2255（月～土曜日の午前8
時～午後7時）へ。

「陶器·ガラス·金属ごみ」を出す時は

　ふたのできる容器か中身の見える透明·半透明
の袋に入れて、収集日に集積所へ。傘など袋に入
らないものは、ひも等で束ねるか「ごみ」とメモを付
けて、ごみと分かるように出してください。　
☆土や石などは区のごみ収集に出せません。専門
業者を紹介します

刃物やガラスは紙で包んで
　集めたごみは手作業で分けています。刃物やガ
ラスは、危険のないように紙で包み、「ガラス」など
のメモを付けてください。

スプレー缶などは別袋に
　ライター、スプレー缶、充電式の小型家電、水銀
式の体温計·血圧計などは、他のごみと一緒に出す
と、清掃車やごみ処理施設の火災の原因になりま
す。
　これらのごみを出す場合
は、他のごみとは別の袋に
入れ、中身が何かを明記し
て「陶器·ガラス·金属ごみ」
の日に集積所へ出してくだ
さい。　

▲�中野区事業系有料ごみ処理券
スプレー缶

資源とごみの分別や出し方の確認を

清掃事務所（松が丘1-6-3）　☎︎（3387）5353　FAX（3387）5389

中野区ごみ減量キャラクター　
　　　　　　��　「ごみのん」▶︎

区 ▶︎

ごみや資源はルールを守って
出しましょう
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